
              

住       宅       用       火       災       警       報       器       を       設       置       す       る       こ       と       で       、       火       
災       の       早       期       発       見       に       よ       り       被       害       を       最       小       限       に       留       め       る       
こ       と       が       期       待       で       き       ま       す       。       「       い       ざ       」       と       い       う       時       の       
た       め       に       設       置       と       点       検       ・       管       理       を       お       願       い       し       ま       す       。              
ま       た       、       設       置       後       1       0       年       を       目       安       に       警       報       器       を       交       換       
し       ま       し       ょ       う       ！     

              

こ       の       た       び       、       一       般       社       団       法       人       宮       城       県       消       防       設       備       協       会       様       に       よ       る       「       住       宅       用       火       災       警       
報       器       普       及       支       援       事       業       」       と       し       て       、       当       消       防       本       部       に       住       宅       用       火       災       警       報       器       が       贈       呈       さ       れ       
ま       し       た       。              
8       月       2       5       日       (       金       )       、       消       防       本       部       に       お       い       て       贈       呈       式       が       行       わ       れ       、       式       で       は       一       般       社       団       法       人       
宮       城       県       消       防       設       備       協       会       会       長       の       櫻       井       様       よ       り       、       「       管       内       住       民       の       皆       様       に       活       用       さ       れ       て       、       
住       宅       火       災       に       よ       る       被       害       の       さ       ら       な       る       軽       減       を       図       っ       て       い       た       だ       け       れ       ば       幸       い       で       す       。       」       
と       ご       挨       拶       が       述       べ       ら       れ       た       後       、       小       野       消       防       長       に       目       録       が       手       渡       さ       れ       ま       し       た       。              
引       き       続       き       、       小       野       消       防       長       か       ら       「       贈       呈       を       受       け       ま       し       た       住       宅       用       火       災       警       報       器       を       活       
用       し       、       住       宅       火       災       の       低       減       や       高       齢       者       等       の       安       全       安       心       に       向       け       た       取       り       組       み       を       よ       り       一       
層       推       進       し       て       ま       い       り       た       い       。       」       と       御       礼       の       言       葉       が       述       べ       ら       れ       ま       し       た       。     

       塩       防       く       ん       に       も       ！     

       消       防       本       部       
予       防       課     

              

一       般       社       団       法       人       宮       城       県       消       防       設       備       協       会       様       で       は       、       「       火       災       等       か       ら       県       民       の       生       命       
と       財       産       を       守       り       、       公       共       の       福       祉       の       増       進       に       寄       与       す       る       」       こ       と       を       目       的       に       、       消       防       行       
政       機       関       及       び       関       係       団       体       と       連       携       を       保       ち       、       平       成       2       8       年       度       よ       り       県       内       市       町       村       等       に       高       
齢       者       世       帯       等       へ       の       住       宅       用       火       災       警       報       器       の       設       置       を       支       援       す       る       事       業       を       行       っ       て       お       り       
ま       す       。            

私       ど       も       の       協       会       は       、       消       防       用       設       備       の       設       置       及       び       維       持       管       理       の       適       正       化       を       図       
る       と       と       も       に       、       火       災       予       防       ・       防       火       思       想       の       普       及       啓       発       事       業       な       ど       を       行       っ       て       
、       火       災       等       か       ら       県       民       の       生       命       及       び       財       産       を       守       り       、       公       共       の       福       祉       の       増       進       に       
寄       与       す       る       こ       と       を       目       的       と       し       て       お       り       ま       す       。     


